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　貯蓄預金スウィングサービスは、貯蓄預金規定にかかわらず次による預金間の自動振替を取扱

います。

１．普通預金口座から自動支払いによる貯蓄預金口座への振替（以下「順スウィング」といいま

　す。）

　⑴　振替指定日はあらかじめ週１回または毎月１回のいずれかをお選び下さい。

　⑵　普通預金の基準残高は万円単位でご指定下さい。

　⑶　指定日において普通預金残高が基準残高を超えている場合に自動的に普通預金口座から貯

　　　蓄預金口座に振替える金額も万円単位でご指定下さい。

　　　ただし、基準残高を超えた金額が振替単位額に満たない場合は振替えません。

　⑷　順スウィングを行っても、貯蓄預金の残高が当該預金の基準残高に達しないときは、振替

　　　えません。

２．貯蓄預金口座から自動支払いによる、普通預金口座への振替（以下「逆スウィング」といい

　ます。）

　⑴　振替指定日において普通預金残高が基準残高を下回っている場合に当該不足額を自動的に

　　　貯蓄預金口座から普通預金口座へ振替えます。この場合の振替単位は千円単位までとしま

　　　す。ただし、貯蓄預金の残高が基準残高を下回ることとなっても振替えます。

３．スウィングサービスによる資金の移動時には、総合口座取引定期、貯蓄預金規定にかかわら

　ず預金通帳および払戻請求書の提出はいたしません。

４．スウィングサービスの取扱いは、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。

　ただし、当金庫に対する解約の通知は、当金庫所定の書面によってください。

５．２年以上にわたりスウィングサービスの取扱いが発生しなかった場合は、当金庫はいつでも

　スウィングサービスの取扱いを解約できるものとします。

　なお、この場合、お客様への通知は省略します。
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